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Drive 光 地デジサービス契約約款 

 

第 1 条（本サービスの提供等） 

株式会社イージェーワークス（以下「当社」といいます。）は、当社が別途定める Drive

会員規約に基づく個別サービスとして、別途規定する Drive 光サービス契約約款及び Drive

光 地デジサービス契約約款（以下「本約款」といいます。）に基づき、Drive 光 地デジサー

ビス（以下「本サービス」といいます。）を契約者に提供します。 

 

第 2 条（本サービスの種類等） 

本サービスに関するプランの内容、条件等の詳細及び補足は、別紙 1（本サービスの詳細）

から別紙 3（本約款の補足）までに記載のとおりとします。 
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2021 年 4 月 1 日改定 

2024 年 12 月 1 日改定 

2025 年 12 月 1 日改定 
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別紙 1 本サービスの詳細 

 

【本サービスの利用条件】 

本サービスの利用には、当社が提供する電気通信回線の Drive 光サービスを契約者が利

用し、契約者回線を保有することが前提です。 

 

【本サービスの各プラン】 

Drive 光 地デジサービス 月額基本料 990 円 

※月額基本料の内訳は、Drive 伝送サービス利用料 495 円、スカパーJSAT 施設利用料 495

円です。 
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別紙 2 各プランの詳細 

 

各プランの詳細は、当社 WEB サイト（http://drive-net.jp/）に掲載するものとします。 
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別紙 3 本約款の補足 

 

【本サービスの提供区域】（Dive 光サービス契約約款第 16 条（本サービスの提供区域）） 

本サービスの提供区域は、NTT 東日本・NTT 西日本がフレッツ・テレビ伝送サービスを

提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし、地域名は NTT 東日本・NTT

西日本の使用するものに準じます。 

 


